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岩国市立東中学校

生徒指導だより

9月生活目標『活気ある学校生活にしよう』
40日 の い が 、2 スタートし した。ι

は、 のt

連絡はなく、始業式の日に生徒たちの元気な顔を見ることができ、とても安はしました。2学期がスター
卜して2週間経ちますが、日に日に生徒たちも学校生活のリズムを取り戻してきている様子が見られま
す。9月 の生活目標は『活気ある学校生活にしよう』です。2学期は、体育祭や文化祭といった大きな行
事が多く、東中学校のパワーを発信していく機会も多くなります。普段の学校生活で身につけているカ
を行事で発揮し、行事で身につけた力を普段の学校生活で発揮する、そのような学期にできたらと思
います。一年間の中で一番長い学期にもなります。学校でも生徒一人ひとりの様子をしっかり見ながら、
サポートをしていきます。

校則の見直しに向けて、全校生徒を対象にアンケートを実施しました !!

しました。生活安全委員長と生徒指導主任がアンケートの趣旨を
説明し、各クラスでタブレットを利用してアンケートに答えました。真
剣に考えなおヾらアンケート:こ取り組む生徒たちの姿わヾ印象的でし
た。明後日19日 (木 ):こ は、保護者の方を対象としたアンケートを
配付します。今後の予定として、生徒と保護者の方のアンケート結
果を参考に、見直し・検討事項を精査し、学級討議や拡大中央委
員会 (生徒会執行部+専門委員長+総務委員)で意見交換をし、
校則の見直しを行っていく予定です。また、地域の方が主なメン
バーとなっている学校運営協議会でもご意見をいただく予定で
す。今年度一学期に行った学校評価アンケートの中にも、校則に
関するご意見がありました。生徒、保護者の方、地域の方の「声」
を聞きながら、生徒たちが今以上に充実した東中学校での学校
生活が送れるように見直しを行つていきます。 【アンケーHこ答える生徒の様子】

の アンケートしに I

【重要】10月 1日まで、あとわずか。もう一度各ご家庭でご確認ください!!

促進条例』の中の第3章 (※第3幸の規定は、10月 1日 から施行)で、今和6年 10月 I日 から自転車保険加
入の義務化 (自 転車利用者は自転車損害賠償責任等に加入しなければならない)について記載されていま
す。この条例の中には、乗車用ヘルメットの着用の推進や自転車の点検・整備に関する内容も記載されていま
す。この条例は、白転車通学生のみならず、自転車利用者すべての人に関わる条例になります。一学期にリーフ
レットも配付しておりますが、10月 十日が近付いてきましたので、各ご家庭でもう一度確調をお願いします。
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